
最近の主な議員立法

◦動物愛護法改正〔マイクロチップ装着義務化等〕（令和元年）
◦子どもの貧困対策推進法改正（令和元年）
◦児童福祉法等修正〔児童虐待防止対策強化〕（令和元年）
◦食品ロス削減推進法（令和元年）
◦旧優生保護法一時金支給法（平成31年）

◦チケット不正転売禁止法（平成30年）
◦東京オリンピック・パラリンピック特措法改正（平成30年）
◦働き方改革法修正（平成30年）
◦ギャンブル等依存症対策基本法（平成30年）
◦政治分野男女共同参画推進法（平成30年）

衆議院法制局の機構図
　衆議院法制局は、立案部門とこれを支援する庶務部門から構成されています。定員は84名です。
　当局の立案の職務は、全ての法律分野に及んでおり、下図のように分掌されています。

法制主幹 重要な法律問題に関する事務

企画調整課
行政監視に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務、決算行政監視、議院運営、
懲罰、拉致問題、震災復興、情報監視、法制に関する予備的調査の事務、他の部課
の所掌に属しない事務

基本法制課 憲法及び国家の基本政策に係る法制に関する事務に係る企画調整の事務、政治倫理・
選挙、国家基本政策、憲法

総務課 秘書事務並びに人事、予算及び会計、福利及び厚生その他局内の庶務に関する事務、
衆議院法制局の保有する個人情報の保護に関する事務

調査課 立法例の調査、法令台帳の整備その他法制に関する資料の収集、整理及び調製に関
する事務、情報の電子計算機による処理に関する事務
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第一課 内閣、安全保障、沖縄及び北方問題、消費者問題

第二課 総務、地方創生
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第一課 法務

第二課 財務金融、予算
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第一課 外務、文部科学、科学技術

第二課 経済産業、環境、原子力
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第一課 農林水産

第二課 国土交通、災害対策
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第一課 厚生労働のうち労働

第二課 厚生労働のうち厚生
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※各課の所管分野は第199回国会現在のもの
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